
厚生労働大臣殿

基発0324第 2号

平成28年3月24日

労働基準局長

（公印省略）

「労働基準局の内部組織に関する細則」の一部改正について（内申）

標記について、厚生労働省の内部組織に関する訓令（平成13年厚生労働省訓第 1

号）の規定に基づき、別添のとおり関係書類を添えて申請するので、よろしくお取

り計らい願います。



局・部

労働基準局

各内部部局の内部組織に関する細則の一部改正案概要

課・室 改 正 内 容 改正理由

労働条件政策課 ｜室長補佐の振替設置（←大臣官房地方課） －労働相談の的確な対応のた

めの振替増［労働紛争処理業｜中央労働紛争調整官の振替設置（← 大臣官房地方課）

務室］ ｜業務指導係長の振替設置（← 大臣官房地方課）
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監督課

労災管理課

課長補佐の振替設置

特定企業労働条件確保対策専門官の振替廃止

課長補佐の振替廃止（→安全衛生部計画課）

機構調整第一係の振替廃止（→ 安全衛生部計画課）

機構調整第二係の振替廃止（→ 安全衛生部計画課）

－過重労働撲滅のための監督

体制の充実強化のための振

替増減

・独立行政法人に対する指導

等のための体制整備に伴う

振替減

中央労災補償監察官（再任用短時間勤務職員定数）の設置｜・労働基準監督署における労

災補償等に関する事務の円・一

滑適正な運営を図るための

増（再任用短時間勤務職員

定数の増）

ー一
補償課 ｜中央職業病認定調査官（再任用短時間勤務職員定数）の設置卜職業性疾病の認定に関する

［職業病認定対策｜ I 事項の調査のための体制強

室］ I I 化に伴う増（再任用短時間

勤務職員定数の増）

一一一→

［労災保険審理 ｜労災保険審査専門官（再任用短時間勤務職員定数）の設置卜労災保険給付の審査体制の

室］ I I 強化に伴う増（再任用短時

一

間勤務職員定数の増）

中央労災補償訟務官（再佳用短時間勤務職員定数）の設置卜労災補償及び労災保険に係

る争訟に関する事務の円滑

な処理を図るための増（再

任用短時間勤務職員定数の

増）
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労災保険業務課 労災システム管理専門官（再任用短時間勤務職員定数）の設

置

レセプト電算システム係の名称変更（レセプト電算システム

第一係）

レセプト電算システム第二係の振替設置

短期給付第二係の振替廃止
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安全衛生部 計画課 課長補佐の振替設置（← 労災管理課）

〈機構・団体管理｜機構調整第一係の振替設置（← 労災管理課）

室〉

安全課

労働衛生課

機構調整第二係の鍍替設置（←労災管理課）

団体監理係の振替設置（←計画媒本課）

指導係の新設

課内所掌事務変更

化学物質対策課 ｜中央労働衛生専門官（再任用短時間勤務職員定数）の設置

［環境改善室］

※［ ］ ・省令室、 （ ） ：司11令室

－労災行政情報管理システム

の適切な運用を図るための

増（再任用短時間勤務職員

定数の増）

－労災レセプトのオンライン

請求に係る普及促進のため

の振替増減

・独立行政法人に対する指導

等のための体制整備に伴う

振替増等

・派遣労働者の労働災害増加

に対応するための実施体制

の整備に伴う増

・課内所掌事務の変更

－労働者の健康障害防止のた

めの指導体制の強化のため

の増（再任用短時間勤務職

員定数の増）



労働基準局の 内部組織に関する細則
平成28年4月1日適用

厚生労働省組織令（平成 12年政令第25 2号）、厚生労働省組織規則（平成 13年厚生労働省令第1号）、厚生労働省の内部組織に関する訓
令（平成 13年厚生労働省訓第1号）、じん肺法（昭和 35年法律第30号）及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程（昭和47年労働省令
第46号｝に定めるところによるほか、労働基準局の内部組J織を次のとおり定め、平成28年4月1日から適用する。

1 組織の名称、数又は定数

ょに 補佐の 専 門 宮 係 専 門 職 主査の 専門スタッフ職

定数 名 称 定数 数 名 称 名 称 定数 定数 名称 定数

総務課 6 1 1 秘書人事係 労災保険業 1 
〈内 2) 〈内 3) 人事係 務分析官

給与・職員係
調整係
企画法令係
総務係
過労死等防止係
（広報係｝
（監理係）
予算係
（庶務経理係）

石綿対策室 1 中央労働衛生専門官 1 1 企函調整係

［労働保険 2 4 庶務係
審査会 審審査第一係
事務室］ 査第二係

審査第三係

労働条件政策課 3 中央労働時開設定改善 1 8 管理係 最低賃金制 1 
〈内 1) 指導官 （内 3) 企画係 度研究官

労働契約専門官 1 （企画調整係）
働きやすい職場推進 1 法規係

専門官 （政策係）
（労働契約事業係）
設定改善係
啓発推進係

労働条件確保 1 2 （法規係）
改善対策室 〈内 1) 労働条件改善係

労働紛争処理業 1 中央労働紛争調整官 1 1 業務指導係
務室

［賃金時間室〕 1 中央賃金指導官 1 4 政策係
賃金退職金制度 1 最低賃金係

専門官 指導係
賃金退職金制度係

監督課 4 労働監督訟務官 1 9 管理係
〈内 2) 広域企業指導調整官 1 企画法規係

社会保険労務士専門官 1 監督係
監察係
技能実習労働条件係
特定分野労働条件
対策係
立替払事業係
社会保険労務士係
自動車労務改善係

労災管理課 5 1 0 管理係 1 
く内 1) 〈内 1> 総務係

調整係
企画法令係
予算係
決算係
経理係
調度係
（疾病調査研究補助
金係）
監察係

1 労災保険数理専門官 2 2 料串係
数理室 〈内 1) 調査係



労働保険徴収課 3 中央労働保険適用 1 7 総務係
〈内 1> 指導官 〈内 3) 予算係

中央徴収専門官 1 企商係
労働保険事務組合 1 （法規係）

指導官
業（徴務収係係）中央船舶事業所指導官 1 
（適用係）

労働保険徴収業 1 5 管理係 主任プログラ 2 
務室 〈内3)

業（業務務第第一二係係）
マー

（システム計画係）
（システム開発係）

補償課 2 中央労災医療監察官 2 7 業務係 社会復帰促 1 
中央社会復帰指導官 1 （内 1) 企画調整係 進分災析補官
労災医療専門官 1 （企画調整第二係） 労 償訟 1 

通勤災害係 務分析官
医事係
福祉保
二次健康診断等

給付係

職業病認定 1 中央職業病認定調査官 :. 6 3 職業病認定業務

対策室 第係
放射線障害補償専門官 1 職業病認定業務

放第射線二係障害係

労災保険審理室 1 労災保険審査専門官 4 4 審査係
中央労災補慣訟務官 5 〈内 2) 訟（審務査係第二係）

（訟務第二係）

労災保険業務課 6 システム管理罰整官 1 2 1 管理係 主任プログラ 3 
〈内 1) 〈内 5) 経理係 マー

企画調整係
システム管理係
伝送係
システム運用係
（情報システム
運用係）

年金業務係
一時金業務係
年金福祉第係
年金福祉第二係
短期給付係
レセプト電車システ
ム第一係
レセプト電車システ

ム（支第払二第係一係）

支払第二係
（ハードウェア更改

係）
（システム改修係｝

システム調整係

開発第一係
（開発第二係）

勤労者生活課 3 7 （企画係）
〈内 1) 調査係

数理係
管理係
機構調整係
財形管理係
財形融資係

勤労者福祉 1 2 援助係
事業室 く内 1> 指導係

労働金庫業務室 1 労働金庫検査官 6 2 指導係
〈内 1) 検査係



安全衛生部 5 外国安全衛生機関検査 1 4 管理係
計画課 〈内 2> 官 法規係

安全衛生機関検査官 2 企画係
（中央産業安全専門官） 1 調整係

〈内 l>
安全衛生訟務官 3 
（中央労働衛生専門官｝ 1 

（内 1)
災害防止特別対策指導 1 
宮

［機構・団体管 2 3 機構調整第一係
理室］ ｛内 1) （機構調整第二係）

団体監理係

安全衛生部 1 中央産業安全専門官 3 4 業務第一係 安全対策指 1 
安全課 （安全衛生機関検査官） 1 〈内 2> （業務第二係） 導業務分析

〈内 1> 指（業導務係第三係） 官

建設安全対策室 1 技術審査官 3 1 指導係
中央産業安全専門官 1 

安全衛生部 1 中央じん肺診査医 1 3 業務第一係 職業性疾病 1 
労働衛生課 中央労働衛生専門官 2 〈内 1> 

業（業務務第第二三係係）
分析官

産業保健支援室 1 中央労働衛生専門官 1 1 産業保健係
職場復帰対策促進専門
官 1 

電離放射線労働 2 作業計画審査官 1 3 企画係
者健康対策室 健康疫学専門官 1 指導係

中央放射組管理専門官 1 健康対策係

安全衛生部 1 有害性調査機関査察官 1 1 業務係 化学物質圃 1 
化学物質対策課 中央産業安全専門官 1 際動向分析

中央労働衛生専門官 1 官

化学物質評価室 1 化学物質情報管理官 1 2 評価係
化学物質審査専門官 1 審査係

環境改善室 1 中央労働衛生専門官 1 2 環境改善係
測定技術係

計 6 0 74 1 3 4 5 1 7 
〈内13> 〈内 3> 〈内27>

（注） 1. 併任の官職（関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職）を下記の記号で示すー
室 長－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一［ ］ 
補 佐....・H ・－ー・・・・・・・・・・・・・ 〈内 〉

専門官・係長－－－－－－－－－一一一一一一一・ （ ）＝名称、 〈内 〉＝定数
計 －－－－－－－－－－－－－－－－－－一一ー く内 〉

2. 表に定めるもののほか、労働条件政策課賃金時間室に主任中央賃金指導官1人を置く。
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課長補佐等 係等の名称 所掌事務

器署霊 秘書人事係 1.局長秘書に関すること。
2局内職員の人事・給与に関すること。
3服務及び福利厚生に閲すること．

課長補佐 人事係 1労働基準局職員・地方職員（監督官）の人事・懲戒及び分限に関すること（大臣官房地方課所輩
分を除くalo 
2.労働基準局職員の叙位、叙勲に関することの

給与・職員係 1. 地労働方基職準員局の研及修び（地労方働官基署準の局職関員係の）に昇関格す・定るこ数とに。関すること（大臣官房地方課所輩分を除く.). 
2 

課長補佐（併） 調整係 1国会の情報収集及び取りまとめに関すること。
2局の所輩に係る事務一般の調整に関すること（他の所輩に属するものを除く。）。

企画法令係 1局所輩法令に属するものの制定、改廃及び解釈に係る事務（他の所家に属するものを除く。）に
関すること。

2行局政の所評掌価・監視に関すること。
3. に係る施策の企画立案に閲すること。

課長補佐 総務孫 1地方官署の組織及び定員に関すること（大臣官房地方課所離分を除く）。
過労死等防止係 l過労死等防止対策推進法の施行等に関することの
広報係（併） 1広報に係る ’閲すること。

課長補佐（併） 監理係（併） 1事業仕分け 」と及び公益法人に ること
課長補佐 予算係

1. 局内の予算 Lの庶経執務理行一丑に般関びにす阻関る賦すこ事るとこに固と関。すること庶務経理係（併） 1楳の所輩に、
2.局内（般会計）

労災保険業務分析官 1高度な専門知織や経験に基づき、労災事案に係る裁判所における事実認定のとらえ方、労働保
険審査会における再審査請求事案の事実認定の評価方法等及び諸外国における労災保険に係る

調適査正手化法のた等めにのつ支い援てをの行情う報このと収集、分析等を行うことにより、再審査請求事実等の処理の迅速化・

［石綿対策室1
室長補佐 企画調整係 1局の附＂＇に係る石綿に関する対の企画及び調整に関すること
［労働保険審査会事務室1
室長補佐 庶務係 1室のの所予掌算及に係びる府筋一般に関すること。

2室 に関すること．
室長補佐 審査第一係 1労災保険の 務（第合議体閲嶋）に関すること

審査第係 1労災保険の 』部（第合議体関岬）に関すること
審査第一係 1雇用保険 の再審査事に ること

労働条件政策課l
課長補佐 管理係 l楳の所輩に係る庶務一般に関すること。

議議藷難罷望号歪企画函煽係藍原在日
1 と。
1. 

謀長補佐（併）
諜震I碕

1 
1. 

課長補佐 設定改善係 1 

労（併働）契約事業係 1. 
2. 

啓発推進係 l年次有給休暇の取得促進に係る企画立案等に閲すること
中央労働時開設定改善指導官 1仕事と生活の調和推進のための企画立案等に関すること
労働契約専門官 l労働契約法等の民事ノレールの効果的な普及啓発に係る企画立案等に関すること。

2労働契約の実態に係る調査研究に関すること
働きやすい職場推進専門官 1職場のいじめ嫌がらせ問題に係る施策の企画立案等に関すること
最低賃金制度研究官 生活保護制度との整合性が求められ、許画的な軍離是正が行われるとともに、中長期的な引き上

げに取り組んでいる最低賃金制度に関し、諸外国の状況、セーフティネットとしての関連施策等の
状況やそれらとの整合性、賃金額決定に当たって使用する統計指標の活用方法等について高度
の専門的な知識経験に基づく、調査、研究、情報の分析等を行うことにより、最低賃金を取り巻く状
況に即応した政策の企画・立案等のための支援を行うこと．

［労働金件確保改善対策室1
室長補佐 法規係（併） 1室の所輩に係る法令の制定、改廃及び施行に関すること。

労働条件改善係 1.室の所輩に係る事務一般に関する企画及び立案に関すること。
2 自動車運転者、外国人労働者、技能実習生対策及び派遣労働者対策等の労働条件の確保改
善が特に必要な分野に係る企画立案に関すること。

［労働紛争処理業務室I
室長補佐 業務指導係 1個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務の企画・立案及び調整に関すること（雇用均等・

児童家庭局の所事に属するものを除く．）。
2都道府県労働局の行う個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務及び使用者による障害者
虐待防止に関する事務についての指導に関すること（大臣官房、職業安定局及び雇用均等・児童
家庭局並びに監督媒の所掌に属するものを除く。），

中央労働紛争調整官 1個別労働紛争解決制度に係る関係機関、労使団体等との連携・調整に関すること。

［賃金時間室l
2個別労働紛争解決制度に係る都道府県の動向の把握に関すること。

室長補佐 政策係 1賃金の基準（最低賃金を吉む｝に係る施策の企画立案に関すること。
2賃金に関する 制定、改廃及分V'析行及び等連こ絡関すること

最低賃金係 l課の所 、一、 調査の実施、 調整に関すること。
指導係 l最低貰 こ関すること。
賃金ー退職金制度 l賃金・ 閲する企画、立案及び退職手当の保全措置等に関すること。

中央賃金指導官 1賃金l 識についての地方局署職員への指導及び地方局相互間の調整に関する
賃金・退職金制度専門官 1賃金・退職金制度に関する企画立案に関すること。

2. 1に係る関係機関との連絡調整等に関すること



課長補佐等 係等の名称 所輩事務

開寵爾 管理係 1. 課のの所予掌草及に係びる経庶理務等一に般関にす関るすことる。こと．
2楳

課長補佐 企画法規係 1.楳法令の所の掌定に係、改る廃事及務び一解般釈に閲する企画及び調整等に関すること．
2. 制 に関すること。

課長補佐（併） 監督孫 1. 監監督督官業務の権の限行使に関すること。
2. 計画運営に関すること。

監察係 1地方局署の監督業務の指導及び調整等に関することゐ
技能実習労働条件 1技能実習生等外国人労働者の労働条件確保対策等の実施に関すること．
係

課長補佐 特定分野労働条件 1非正規労働者（派遣労働者、有期契約労働者等）、介護労働者等の特定分野における労働条
対策係 件確保 実施に関すること
立替払事業係 1未 替払事業に関すること
社会保険労務士係

1. 社 F服業険業E転事事労審寮務者案査対士、にに行係係策法世のるるの事情事実施神報業汗直訴収場に、試訟集へ閉験及、のす分のび指る析実こ国導及ι施家にびに賠関地関償す方する輯局こる求とこ聞訴。との訟倫連に絡関調す整るこ指とi

自動車労務改善係 1自動
労働監督訟務官 1行政
広域企業指導諦整官 ~：広広域域企企 導に閲すること。

生会険 士 号官 1民間紛 決闘の審査指定監督社会保険 士の懲戒処分等に関ること
労災管理課I

課長補佐 管理係 1課の所輩に係る庶務一般に関すること。
総務係 ~：労労災災補勘慣定事の務人件に係費る等組に織関及すびるこ定と員。に関すること．

課長補佐 調整係 l労災補慣事務に係る情報収集及び取りまとめに関すること。
2労災補慣事務一般の調整に関すること（他の所掌に属するものを除く）

主査 l企画調整係の所掌事務の一部を分掌する。
企画法令係 l労働者災害補償保険制度に係る法令の制定、改廃及び解釈に係る事務（他の所掌に属するも

のを除く）に関すること。
2労災補慣事務に係る施策の企画立案に関すること。

課長補佐 予揮係 1労災勘定に係る予耳の編成、執行及び毘賦等に関することn

決揮係 2労災勘定に係る歳入歳出及び決揮に関すること帽
課長補佐 経理係 1労労災災勘勘定定の支出負担行為及び契約等に関すること。

2. の支出に関すること．
調度係 1. 労労災災勘勘定定の債権品及管理び及固有び財徴収産に関すること。

2. の物 の菅理等に関することの
課長補佐（併） 監察係 1. 監監察察計画樹立の補補助助及に関びす監る察こ記と録。の整備保存

2. 実施事務の に関すること

金疾係病調（併査）研究補助 1労災疾病臨床調査研究等補助金事業の実施に関すること。

I労捉保険財政数理室l
室長補佐（併） 料串係 1労災保険串、特別加入保険料率の算定及び検討等に関すること

調査係 1労災保険財政の分析及び見通しの作成並びに必要な事項についての調査に関すること。

'< 理 号官 1. 災保険理般メリット制度及び各種調査の計画等に関すること
労働嶋険徴収螺l

課長補佐 総務係 ~：課徴の収所勘掌定にの係支る出庶負務担一行般為に及関びす契る約こ等と。に関 、．

予 係
課長補佐 企画係 1. 

法規係｛併） 1. 
課長補佐（併） 業務係 1. 

徴収係｛併） 1. 

窺署鉱童話mム岡醐合潤A阻 に 開T世闘＂＇V'醐 明

適用係｛併） 1. 
中央労働保険適用指導官 1. 、関係機関との

連 こ関すること
中央徴収専門官 1. の徴収、 納処分等の専門的、技術的な指導に関すること．
労働保険事務組合指導官 1.労 事務組合の育成、指導に閲すること（船員法の船員に係る労働保険事務組合に関する

ことを除く．）．
中央船舶事業所指導官 整1.に船船関員員す法法るののこ船船と。員員に係る肯働保険の徴収等に関する周知広報及び業務指導、関係機関との連絡繭

2. に係る 事務組合の育成指導に関すること
労働保険徴収業務室］

室長補佐 管理係 1.室の所掌に係る庶務般に関すること。
2室の予揮及び経理等に関することB

裳業墾務筆二二盛係一（併一) t之プ2ログ：主ラム堂の社作、重成量檀及処理、業務指導及び研壁警に関空墨三と。
び保管に関すること。

システム計函日系 1次期労働保険適用徴収システムの更改計画の策定等に係る企画及び連絡調整に関すること
（併） （システム開発係に属するものを除く。）。
システム開発係（併） 1.労働保険適用徴収システムに係るシステムの設計・開発及び調整に関すること｛他の係の所掌

に属するものを除く。）。
主任プログラマ 1システムの評価、改善、プログラムの企画及び調整に関するこ1'.



標長補佐等 係等の名称 所掌事務

［補慣楳1
謀長補佐 業務係 護＼休補業償（）補給償付）等給に付関、障害（補償）給付、遺族（補償）給付、葬祭料（葬祭給付）、傷病（補償）年金及び介

すること。
2課の所掌に係る庶務一般に関すること。

企画調整係 1課の所隼に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること（企画調整第二係の所隼に属す

企画調整第一係
る~：も践労の舟災を所補除償掌く。の関）。う係ち法東令日の本睦大義震照災会に事係にる関事す務るにこ関／：oする企画及び欄整に関すること。

通勤災害係 1通勤災害等に関すること。
2特別加入に関すること内

課長補佐 医事係 1.療養（補世）給付診療費の審査制度及び指定医制度等に関すること
福祉係 1.社会復帰促進等事業に関すること。
一次健康診断等給 l一次健康診断等の給付に関すること。
付係

中央労災医療監察官 l療養（補償）給付帯の適正事務についての地方監察官等への指導等に関すること。
2労災補償の運用の見直し等に係る事務で専門的 すること。

中央社会蚕雨扇導官 1.被災労働者の社会檀帰の促進についての地方 への指導等に関すること。
労災医療専門官 1労災医療に要する費用の 定基準の策定、そ。 に関する事務で専門的事項に関
社会復帰促進分析官 被災労働者の社会置帰の促進のため、精神障害の 軽快者又は治ゆ者に係る就労上の問

題点や業種別の事業主側の症状軽快者等の就労に係る問題点等の調査、検証、分析等を行うこと
により、効果的な職場復帰促進のための施策の企画立案のための支援を行うことふ

労災補償訟務分祈官 労災保険給付に関する行政事件訴訟について、判決における事業主の無過失こよ損り害、各賠種償疾責病任等とし
ての業務起因性の考え方や争点別の判断ポイント等の検証・分析等を行うことi
に対する的確な主張・立証を行うための手法の確立のための支援を行うこと。

［職業病認定対策室I
室長補佐 職業病認定業務第 1負傷に起因する疾病等に係る認定基準の策定、改廃並びにりん伺事実等の取扱いに関するこ

一係 と．
職業病認定業務第 1身体に過度の負担のカ哨唱作業態様に起因する疾病等に係る認定基準の策定、改廃並びにり
一係 ん伺事案等の取扱いに関すること。
放射線障害係 1の電取離扱放い射に線関による疾病に係る認定基準の策定・改廃、医学的知見の収集及びりん伺・協議等事

案 すること図
中央職業揖認定調査官 1業務上疾病に係る認定、その他補世に関する事務で専門的知識を必要とする事項についての

放射 陣 t’古・ 調l査電笠離区放盟射主線主に三よιる疾病に係る業務上外の判断冒門検討会の運 iこ ること
f帯担保険審理室1
室長補佐 審査係 l労働保険審査会の審査事実等に関すること．

審査第係（併｝ l労働保険審査会との連絡調整に関すること
訟務係 1労災補慣関係の訴詮に係る事務に関すること（訟務第二係の所輩に属するものを除く．）。

労災保険審査専門官
訟務第係〔吐L 1労災補償関係の訴訟に係る事務に関すること（訟務評の所傘に属するものを除くalo 

1労働保険審査会の審査事実に関する事務で専門的事項に関すること．
m央労提補償訟務官 1労提補惜及び労災保険に係る争訟に関する事等



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

器響差塗課1
管理係 1. 課のの所予輩揮のに係編成る庶及務びー実般行に関すること．

2楳 実行計画に関すること．
経理係 l楳内の経理に関すること．

企画調整係 1.課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。
課長補佐（併） システム管理係 1システムの運用計画・管理署に関すること。

伝送係 1システムハードウェア基盤（地方局署のLANを吉む。）に係る運用・保守整備等に関すること。

シスアム運用係 1労災行政情報管理システムの運用に関すること。
2労災保険給付に係る機栽処理決算業務に関すること。
3労災保険給付に係る給付統計等に関すること。

情報システム運用 l労働基準行政情報シスァムの運用、管理に関すること固

課長補佐 警議事藻 1年金給付、労災就学等援護費、労災援護給付金の支給に係る業務の企画調整並びに関連部
局との連絡調整に関することe

一時金業務係 1.一時金給付、葬祭料（給付）、介護（補慣）給付及び義肢等補装具費の支給に係る業務の企画調
整並びに関連部局との連絡調整に関すること向

年金福祉第一係 1.年金給付等の受給者の相談・支援に係る業務委託・調査研究及び資料分析に関すること（他の
係の所錐に属するものを除く．）．

年金福祉第係 1労災特別介護施設の設置に係る企画、計画の実施及び連絡調整等に関すること．
課長補佐 短期給付係 1短期給付－7"管理システム等の機械処理に係る業務分析・プログラム改修等に関すること。

2療養（補償）給付の療養の費用、休業（補償）給付、アフターケア通院費の支給に係る業務の企
画調型車並びに関連部局との連絡調整に関すること。

ムレセ宮プト係電揮システ 1労災レセプト電車処理シスァムの運用に関すること。

レセプト電算システ l労災レセプトのオンライン請求に係る普及促進等に関することa

ム第ー係
課長補佐 支払第一係（併） 1.年金給付帯及び診療費の支払支払に係る事故処理等に関すること．

支払第係 1支払関係リスト等の整備及び保管轄に関すること白
ハードウェア更改部 1システムのハードウェア更改に関すること．
（併）

システム改修係（併） 1労働基準行政情報システムの改修等に関すること．
2労災行政情報菅理システムの改修等に関すること．

システム ｛ 民

1. システムの き岩シお笠事手スけ盆轄テプる金のム末ロ復統グF世E帰括ラT業促Fムに者務進の品閉の作等す主シ画事主ろ盟ス業ZとテP行λTのム買Rシ輔開情ス曹発報テに等シム関にス開す関テ発るすム等このるにとこ揮関と持0 

l主任プログラマ 1システムの
課長補佐 システム t第義者肢三！岱採F者行型指為導災害料及に 発等関すること

、F ’
開発第一係

目間届穐係 1. 法に係るシステムの設計・開発及び調整に間司ること伺
勤労者生活課1

課長補佐 企画孫（併） 1.課の所隼に係る事務般に関する企画及び調整等に閲すること．
2楳の所輩に係る施策の企画に関すること。

調査係 1法令の制定、改廃及び施行に関すする企るこ画と立。案及
2.課の所掌に係る事務般に関 ぴ調整等に関すること（企商係の所輩に属するも
のを除く．｝。

数理係 1 中小企業退職金共済制度の数理等に閲すること。
課長補佐 管理係 1課の所輩に係る庶務般に関すること。

2課の予耳及び経理等に関すること。
機構調整係 1独立行政法人勤者退職金共済機構が行う業務の指導及び連絡調整等に関すること

課長補佐 財形管理係 1勤労者財産形成貯蓄制度の運営に関すること。

2勤労者財産形成促進制度ついに係てのる税調制査及に関びすること。
3勤労者財産形成制度に び研究並びに勤労者財産形成促進制度の改普及び普

4及等1にに係関るす関る係こと機ャ関との連絡調整等に関すること〉

財形融資係 1.勤労者財産形成融資制度の運営等に閲すること内
［勤労者福祉事業室］
室長補佐（併） 援助係 1中小企業勤労者総合福祉推進事業の実施等に関すること

指導係 1労働者の福利厚生に係る施策の実施等に関すること
労働金庫業務室I

室長補佐（併） 指導係
1. 労働金庫及び労働金庫連合会目のの検検指査導査及のに企関び画監する督立こ案等~－にに関閣すするるここJι,. 査係 1労働金庫及び労働金庫連合会

労働金庫検査官 L労働金庫及び労働金庫連合会



課長補佐等 係等の名称 所掌事務

《安全衛生部》
I計画課1
課長補佐 管理係 1部の所掌に係る庶務一般に関すること。

2部の予草及 に関すること．
課長補佐 法規係 1法令の制定、 び施行に関すること。
課長補佐（併） 企画係 1部の所輩に係 の企画立等に関すること
課長補佐（併） 1部の所輩に係 一般に関する企画及ひ調整に関すること。
課長補佐 調整倖 1安全衛生に係る研究（独立行政法人労働者健康安全機構・厚生労働科学研究）及び安全衛生

に係る国際関係業務に関する網整等に閲すること。

外国安全衛生機関検査官

1. 外整安重録全大国笥製に災所造害生在を時に揖係す事柚り石る返国毛査季す最家楢企賠製関業償王等寺へ請時のの求事業労樟訴務働訟寄監災機噂督害訟関帯防等務の止のに指対揖関導策務すににる監閲関こ督すιす等るるこのこと指と白導に関すること．安全満生機関検査官 1 
安全衛生訟務官 1 
災害防止特別対策指導官 1. 
［機構・団体管理室1
課長補佐 機構調整第一係 1独立行政法人労働者健康安全機構が行う業務の指導及び連絡調整に関すること．

機構調整第二係
（併）

1独立行政法人労働者健康安全機構が行う労災病院の再編業務の指導及び調整に関すること。

課長補佐 団体監理係 ~: 労労働災防安止全衛団体生コのン監サ督ル、タ定ン款トの関認係可業及務びに補関助す金るこのと交ぬ付に関すること。

安全課】
課長補佐 業務第一係 l課のの所予箪輩に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること．

2課 ・組織に闘すること．
業務第係（併） 1一般機械（プレス機械木工機棋を除く）関係災害等の防止及び事後措置に関すること
業務第係（併） 1電気災害、陸上貨物取扱業及び交通運輸措関係災害等の防止及び事桂措置に閲すること．
指導係 1派遣労働者の安全対策に関すること

安全衛生関検査官（併） 1登録製造時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること。
安全対策指導業務分析官 労働災害防止対策の分野において、既存の対策の現況を把握し、その効果を検置するとともに、

リスクアセスメントに係る専門的・技術的な指導等の好事例の収集、分析、評価等を行うことにより、

既存の－立対案策のをた効め果の的支・援効を串行的うにこ実との施するための改善策等を助言提言するとともに、新たな対策の
企画

建設安全対策室］

覇軍l

指導係
1. 建設業におけ画るの労安働全毘確害保防に止係にる閣審す査呂等こにι関
1建設工事計 すること

課長補佐 業務第一係 1課楳のの所予算司監に係る庶務一般に関すること。
2. ・組織に関すること．

業務第係 l楳の所輩に係る事務一般に閣する企画及び調整に関すること
業務第三係（併） 1事務所衛生基準に関すること．

2物理的要因等巴持に主つ量い産て堕、害の防止に関すること（電離放射線に関するものを除く。｝。
職業性疾病分析官 1職業性疾病 、高度の専－立門案的のなた知め識の経支験援にを基行づうこく調査、研究、情報の分析等を行うこ

とにより、職業性疾病対策事の企画 ι 
I産業保健事業支援l
室長補佐 産業保健係 1.事業者が行う労働者の健康の保持増進を図るHたE帰め支必援要にな措関す置るのこ宜と捧。等に関すること

4吃

進専門官 1メンタル不調が理由で休業した労働者の
電離政射融労働者瞳康対東室1
室長補佐 企画係 1電離放射線障害防止対策に関する企画及び立案に関すること

指導係 1電離放射線障害防止対策に関する指導に関すること。
室長補佐 健康対策係 1. 業従事者の長期的健康管理等に関することぬ
健康疫学専門官 1東電福島第・制措における緊急作業従事者に係る疫学研究の実施に関すること

騨霊隅 1. 東電福島第 原宛におけび放る放射射線線被業ぱ務〈低従減事の労働ため者のの指健導康等管に理関対す簡るにこ閲とすること
1. 届の専門的審査及

業務係 1課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること。
2課の予算・組織に関すること固

有害性調査機関査察官 l有害性調査を行う機関に係る試験施設等に対する適合確認査察及び査察結果の計画等に関
化学物質国際動向分析官

璽化三金学宜物主質丘管三理主の主主分よ野りに、我おがい国ての、欧化米学諸物国質や管新理興に国係のる新施た策なの法企整画備・立や案様の々たなめ取の組支み援のを的行確うなこ把との

化学物質評価室］
室長補唯 評価係 1化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価等に関すること

審査係 1.新規化学物質の審査等に関すること｛化学物質審査専門官の所掌に属するものを除く．）。

化学物質情報管理官 l化学物質の有害性調査及び情報収集等に関すること内
化学物質審査専門官 l新規化学物質の審査（重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものに限るに名称の付

環揮改善室I
与と公表及び健康障害防止のための指針の策定等に閲すること白

室長補佐 環境改善係 1有害物に係る作業環境の工学的な改善等に閲すること。
測定技術係 1有害物に係る作業環揖測定基準の指導等に関すること。



3.再任用短時間勤務官職の職名、定数等

課等の名称 職名 定数 所掌事務

総務課 労働保険専門調査官 2 厚生労働省組織規則第30条第4項で定めると

おり

研修専門官 1 1.労働基準局職員の研修に関すること

監督課 労働監督訟務官 1 「2.事務分担表jで定めるとおり

立替払事業専門官 1 未払賃金立替払事業に係る審査誇求及び不正

受給に関すること

労災管理課 中央労災補償監察官 3 厚生労働省組織規則第32条第4項で定めると

おり

補償課職業病認定 中央職業病認定調査官 2 「2.事務分担表jで定めるとおり

対策室

補償課労災保険審 労災保険審査専門官 4 「2事務分担表Jで定めるとおり

理室 中央労災補償訟務官 1 「2事務分担表Jで定めるとおり

労災保険業務課 労災システム管理専門 1 1.労災行政情報管理システムの運用に関する

官 こと

安全衛生部化学物 中央労働衛生専門官 1 産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第 3

質対策課環境改善 条第2項で定めるとおり

室
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